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市第58号議案 

横浜市地球温暖化対策実行計画の策定 

 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第３項及び気候変動適

応法第12条の規定に基づき、横浜市地球温暖化対策実行計画を次の

ように定める。 

   令和４年12月６日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

   横浜市地球温暖化対策実行計画 

第１ 背景・目的 

１ 計画改定の趣旨 

横浜市地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。

）は、本市が温室効果ガスの排出の削減などを行うための施策

に関する事項を定めるもので、2011（平成23）年３月に策定し

、2014（平成26）年３月及び2018（平成30）年10月に改定を行

いました。 

 その後も、気候変動が影響していると考えられる異常気象が

世界各地で見られ、日本においても豪雨災害や猛暑等、かつて

経験したことのないような気候の変化に直面しています。人間

の活動による地球温暖化の進行に伴い、例えば、集中豪雨によ

る浸水や猛暑による熱中症のリスクが一層高まることが予想さ

れています。さらに、気候変動の影響は長期に渡って継続し、

生物多様性の損失に大きな影響を与えます。私たちの暮らしを

支える健全な生態系を保全し、豊かな水や緑のある環境を守る

ことからも、「パリ協定」の掲げる２℃目標、 1.5℃ に抑える

努力目標に向けて、世界全体が協力して気候変動対策を進める
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必要があります。 

 欧州を始めとした国々が2050年カーボンニュートラルを表明

する中、日本も2020（令和２）年10月に2050年カーボンニュー

トラル宣言を行い、その後、国の2030（令和12）年度の温室効

果ガス排出量の削減目標が、従前の2013（平成25）年度比26％

削減から46％削減に引き上げられ、さらに50％の高みに向けて

挑戦を続けていくことが表明されました。 

 本市は、前回2018（平成30）年の実行計画の改定において、

2050年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」の実現を掲げ

ました。そして、2021（令和３）年６月には、地球温暖化対策

の推進並びに市内経済の循環及び持続可能な発展を図ること等

を目的とした横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例（以

下「脱炭素条例」という。）が施行され、2022（令和４）年２

月、令和４年度の市政運営の基本方針において、国の目標を上

回る2030年度削減目標50％削減を掲げました。 

 このような、国の削減目標の引上げなどの国内外の動向や、

本市のこれまでの動向等を踏まえ、本市の新たな2030年度温室

効果ガス排出削減目標を掲げるとともに、その達成や2050年の

脱炭素化の実現に向けた取組を一層推進するため、実行計画の

改定を行います。 

２ 計画の位置付けと関連計画 

(1) 計画の位置付け 

 実行計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「

地球温暖化対策推進法」という。）第21条第３項の温室効果

ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定
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める計画（「地方公共団体実行計画（区域施策編）」）及び

気候変動適応法第12条の「地域気候変動適応計画」であり、

脱炭素条例第７条に基づく、「脱炭素社会の形成の推進に関

する基本的な計画」となります。 

(2) 計画期間 

 計画期間は、2022（令和４）年度から2030（令和12）年度

までとします。 

(3) 関連計画 

 実行計画は、本市の環境基本計画である「横浜市環境管理

計画」の分野別計画に当たり、横浜市中期計画との連動及び

他の分野別計画との連携を図りながら、生物多様性の保全を

含め環境への配慮も踏まえた地球温暖化対策を推進します。 

３ 地球温暖化の現状と国内外の動向 

(1) 地球温暖化の現状 

 地球温暖化は、人間の活動により排出された温室効果ガス

が、熱を多く吸収することで気温が上昇する現象をいいます

。産業革命以降、化石燃料の大量消費により温室効果ガスが

大量排出され、大気中の二酸化炭素（以下「ＣＯ２」という

。）濃度が増加しています。 

 2021（令和３）年８月に公表された、気候変動に関する政

府間パネル（以下「ＩＰＣＣ」という。）第６次評価報告書

第１作業部会報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸

域を温暖化させてきたことについて疑う余地がない」と初め

て断定されました。 

 21世紀の終盤における世界平均地上気温は、厳しい地球温
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暖化対策を取らなかった場合（ＳＳＰ５－ 8.5 シナリオ）に

3.3 〜 5.7℃ （平均約 4.4℃ ）上昇すると予測されています

。 

 2021（令和３）年は、６月に米国本土の月平均気温が1895

年以降で最も高くなったほか、米国やカナダで多数の大規模

な山火事が発生する等の災害が発生しました。日本でも、夏

季に真夏日や猛暑日の日数が増加するという影響が表れてい

ます。 

(2) 本市の気温・豪雨の経年変化及び将来予測 

ア 気温の経年変化及び将来予測 

 本市の年平均気温の経年変化には上昇傾向が表れており

、 100 年当たり 1.9℃ 上昇しています（統計期間：1897～

2018年）。また、真夏日と熱帯夜の日数が増加傾向である

一方、冬日の日数には減少傾向が見られ、地球温暖化の影

響のほか、都市化によるヒートアイランド現象の影響も表

れていると考えられます。 

 将来の見通しとしては、現在と比較して将来気候（2075

～2095年）では平均気温が約４℃上昇すると予測されてお

り、猛暑日が約40日増加すると予測されています。 

イ 豪雨の経年変化及び将来予測 

 横浜地方気象台で観測された年降水量の経年変化には変

化傾向が確認できない一方で、神奈川県内平均による１時

間降水量50mm以上の発生回数は将来気候において増加する

と予測されています。 

(3) 国外の主な動向 
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 2015（平成27）年の第21回気候変動枠組条約締約国会議（

ＣＯＰ21）において、2020（令和２）年以降の温室効果ガス

排出削減などのための新たな国際枠組みである「パリ協定」

が採択されました。「パリ協定」は、先進国・途上国の区別

なく、地球の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて２℃よ

り十分下方に抑える（２℃目標）とともに、 1.5℃に抑える

努力を追求すること（ 1.5 ℃目標）などを掲げています。 

 2018（平成30）年にＩＰＣＣより公表された「 1.5℃ 特別

報告書」では、気温上昇が２℃の場合と 1.5℃ の場合とでは

生態系や人類への影響に明確な差異があることが報告されて

います。そして、将来の平均気温上昇が 1.5℃ を大きく超え

ないためには、世界全体の人為起源のＣＯ２の排出量が2030

（令和12）年までに2010（平成22）年比で約45％減少し、20

50年前後に「正味ゼロ」に達する必要があることが示されま

した。この報告を契機に、2050年から今世紀後半にかけてカ

ーボンニュートラルを達成するという目標が世界各国で掲げ

られるようになりました。 

 2021（令和３）年に英国で開催されたＣＯＰ26で「グラス

ゴー気候合意」が決定され、「パリ協定」締結時に努力目標

とされていた 1.5℃ 目標の達成のための努力を継続すること

が合意されました。 

(4) 国内の主な動向 

 国は、地球温暖化対策推進法に基づき、2016（平成28）年

５月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、温室効果ガス

排出量を2030（令和12）年度に2013（平成25）年度比で26％
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減、2050年に80％削減するという目標の下、地球温暖化対策

を進めてきました。 

 そして、2020（令和２）年10月、国は2050年カーボンニュ

ートラル宣言を行い、2021（令和３）年４月には温室効果ガ

ス排出削減目標を2030（令和12）年度に2013（平成25）年度

比で46％減に引き上げ、さらに50％の高みに向けて挑戦を続

けていくことを表明しました。 

 これらを踏まえ、地球温暖化への対応において成長が期待

される重点分野の今後の取組を明記した「2050年カーボンニ

ュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和２年12月）」や、

地域の成長戦略を示すことで脱炭素先行地域を創出し、その

モデルを全国に伝ぱさせるという道筋を示した「地域脱炭素

ロードマップ（令和３年６月）」が策定されました。 

 また、2021（令和３）年10月には、「地球温暖化対策計画

」、「第６次エネルギー基本計画」、「パリ協定に基づく成

長戦略としての長期戦略」及び「気候変動適応計画」が閣議

決定され、2030（令和12）年度の温室効果ガス削減目標46％

減に向けた緩和策と適応策、エネルギー政策についての新た

な方針が掲げられました。 

 環境省は、2022（令和４）年５月の地球温暖化対策推進法

の改正において、株式会社脱炭素化支援機構を設立すること

を決定しました。脱炭素事業に意欲的に取り組む民間事業者

などを支援するために財政投融資を活用することを目的とし

たものであり、新たなビジネスモデルの構築を通じて数兆円

規模の脱炭素投資の誘発を目指しています。 
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 経済産業省は、2022（令和４）年２月に、野心的な炭素削

減目標を掲げる企業群が排出量削減に向けた投資を行いつつ

、目標の達成に向けた自主的な排出量の取引を行う枠組みで

ある「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）リーグ基

本構想」を公表し、 440 社が賛同を表明しました。今後、Ｇ

Ｘリーグの本格稼働に向けた議論が行われ、2023（令和５）

年度にＧＸリーグが本格稼働される予定です。 

(5) 経済界の主な動向 

 一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）は、2020（令

和２）年12月に「2050年カーボンニュートラル（Society 5. 

0 with Carbon Neutral ）実現に向けて―経済界の決意とア

クション―」という行動計画を公表し、2050年カーボンニュ

ートラル実現のために、政府とともに不退転の決意で取り組

むことを表明しています。 

 ファイナンスの面では、Ｇ20の要請を受けて設立された気

候関連財務情報開示タスクフォース（ Task Force on Clima  

te-related Financial Disclosures：ＴＣＦＤ）が、2017（

平成29）年６月に「ＴＣＦＤ提言」を公表しました。ＴＣＦ

Ｄ提言では、気候変動関連の４つの項目（ガバナンス・戦略

・リスク管理・指標と目標）の情報を開示することを企業な

どに対して推奨しています。 

 このような非財務情報を金融機関や投資家に開示すること

で、企業へのＥＳＧ（ Environment ／Social／Governance）

投資の促進が期待され、2022（令和４）年５月現在、世界全

体で約 3,400 の企業・機関（うち日本では 878 の企業・機関
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）がＴＣＦＤに対して賛同を示しています。 

 このような企業の取組を評価するイニシアティブが増えて

きており、 Science Based Targets （ＳＢＴ）では、「パリ

協定」が求める 1.5℃ 目標と科学的に整合した温室効果ガス

排出削減目標を掲げる企業を認定しています。2022（令和４

）年３月末時点で、世界で 1,267 社（うち日本企業は 173 社

）がＳＢＴの認定を受けています。 

 ＳＢＴ認定を取得している日本企業が、主要サプライヤー

にＳＢＴと整合した削減目標の設定を求めるなど、サプライ

ヤーに排出量削減を求める企業が増加しており、大企業だけ

でなく、サプライチェーン全体での脱炭素化の動きが加速し

ています。また、事業者自らの排出量だけでなく、事業活動

に関するサプライチェーン全体での排出量の削減が重要視さ

れてきており、Ｓｃｏｐｅ３排出量の算定・削減に関する取

組も進んでいます。ＴＣＦＤ提言、ＣＤＰ、ＳＢＴのような

イニシアティブでも、Ｓｃｏｐｅ３排出量を含むサプライチ

ェーン排出量の把握と削減が要求されています。 

(6) 本市の主な動向 

 本市では、地球温暖化対策推進法に基づき、2011（平成23

）年に実行計画を策定し、2018（平成30）年の改定において

、2050年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」を掲げま

した。 

 本市は、2020（令和２）年12月から2021（令和３）年６月

に開催された「国・地方脱炭素実現会議」に構成員として参

加しました。第１回会議では、脱炭素化に意欲的な市町村の
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声を取りまとめて提案することを表明し、2021（令和３）年

２月には、2050年ＣＯ２排出実質ゼロを表明している全国の

市区町村に呼び掛け、「ゼロカーボン市区町村協議会 ( 会長

：横浜市）」を設立し、国に提言するなどの取組を行ってい

ます。 

 2021（令和３）年６月に、脱炭素条例が施行されました。

本条例は地球温暖化対策の推進並びに市内経済の循環及び持

続可能な発展をもって、市民の健康で文化的な生活の持続的

な確保に寄与することを目的としており、市・市民・事業者

の責務を定めたほか、再生可能エネルギー（以下「再エネ」

という。）に関すること、関連産業の支援、研究開発の促進

、建築物の再エネ導入などの促進、環境学習の促進及び知識

の普及啓発について、措置を講ずるものとしています。 

 2022（令和４）年４月、環境省が公募した第１回「脱炭素

先行地域」に本市と一般社団法人横浜みなとみらい21が共同

提案し、「みなとみらい21地区」が選定されました。参画施

設を中心とした地域の皆様と共に、2030（令和12）年度まで

に「民生部門の電力消費に伴うＣＯ２排出の実質ゼロ」など

の実現を目指すもので、電力の脱炭素化、省エネルギー（以

下「省エネ」という。）・エネルギーマネジメントなどの取

組に公民連携で挑戦しています。 

４ 本市の基本情報 

(1) 人口 

 本市は、基礎自治体として最大の人口約 378 万人（2021（

令和３）年）、世帯数は約 177 万世帯（2021（令和３）年）
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となっています。 

 日本の人口は、世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」

を迎えており、2065年には総人口が 9,000 万人を割り込み、

高齢化率は38％台の水準になると推計されています。また、

団塊の世代の方々が全て75歳以上となる2025（令和７）年に

は、75歳以上の人口が全人口の約18％となり、2040年には65

歳以上の人口が全人口の約35％になると推計されるなど、諸

外国と比較しても、少子高齢化の動きは進行しています。 

 そのような中で、これまで増加傾向にあった本市の人口も

、昨年１年間で４千人以上減少し、戦後初のマイナスとなる

など、人口減少の兆しが見え始めています。横浜市将来人口

推計（2017年度）に令和２年国勢調査数値を簡易に反映した

見通しにおいても、人口のピークは2021（令和３）年の3,77 

9,510 人と推計されるなど、本市は、今後本格的な人口減少

社会に突入していくことが見込まれます。 

(2) 地勢及び土地に関する基礎情報 

 本市の地形は、丘陵地、台地・段丘、低地及び埋立地に分

けられます。丘陵地は本市中央部よりやや西寄りに分布し、

本市を南北に縦断しています。さらに、この丘陵地の東西に

下末吉台地、相模原台地があるとともに、台地や丘陵地を刻

む河川の谷底低地と沿岸部の海岸低地があります。海岸部に

は埋立地が造成され、海岸線はほとんどが人工的な地形に改

変されています。この起伏に富んだ丘陵地や河川等により、

広域的に連続した水・緑環境を有しています。 

(3) 地域特性 
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 本市のおおむねの地域特性は次のように分けられます。 

ア 都心部（横浜都心、新横浜都心） 

高次の業務、商業、文化、観光、交流等の機能が集積し

た、魅力と活気あふれる拠点地区です。 

イ 臨海部 

工業地、内港地域、港湾物流地域から構成されています

。工業・港湾機能・物流の拠点となっています。 

ウ 都心・臨海周辺部 

都心及び臨海部の周辺に位置しており、市街地を望む丘

や海を望む丘といった緑がある一方で、都心へのアクセス

性が良いことから住戸密度が高い地域となっています。 

エ 郊外部（北部方面、西部方面、南部方面） 

駅周辺に生活拠点、商業・業務地、産業・流通業務地や

郊外住宅地等が集積している地域で、特に北部方面では人

口増加が進んでいる傾向にあります。また、本市の水・緑

環境の重要な拠点である「緑の10大拠点」を中心としたま

とまりのある緑豊かなまちづくりも進められています。 

本市は、臨海部を中心として、エネルギー関連産業や製造 

業、グローバル企業の研究開発拠点が集積しており、イノベ

ーションを創出するポテンシャルを有しています。 

５ 市域の温室効果ガス排出量・エネルギー消費量 

(1) 市域の温室効果ガス排出量 

 2020（令和２）年度の市域からの温室効果ガス総排出量（

速報値）は、前年度比で 7.4 ％減の 1,648 万トン－ＣＯ２と

なり、2013（平成25）年度をピークに７年連続で減少しまし
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た。また、温室効果ガス排出削減目標の基準年である2013（

平成25）年度比で24％減少しています。 

 温室効果ガスの種類別では、ＣＯ２の排出量が最も多く、

排出量全体の約98％、 1,609 万トン－ＣＯ２となっています

。 

 本市の2020（令和２）年度のＣＯ２排出量のうち、家庭部

門からの排出が約３割を占め、国の部門別の排出構成比と比

較すると、本市では家庭部門及びエネルギー転換部門の排出

の割合が大きくなっています。 

 2020（令和２）年度のエネルギー起源ＣＯ２排出量は、前

年度比 7.4 ％減、2013（平成25）年度比25％減となり、家庭

部門以外は前年度から減少しましたが、家庭部門においては

、約10％増加しました。 

 2020（令和２）年度は、国と同様に新型コロナウイルス感

染症の影響による増減が本市の各部門で見られます。家庭部

門での増加の要因として、在宅時間の増加などが考えられ、

産業部門での減少の要因として、経済活動の停滞などが考え

られます。 

(2) 市域のエネルギー消費量 

 本市における2020（令和２）年度のエネルギー消費量は20 

4 ペタジュールとなり、前年度比 7.9 ％減、2013（平成25）

年度比では20％減となりました。特に、産業部門やエネルギ

ー転換部門で前年度からの減少幅が大きくなった一方で、家

庭部門のエネルギー消費量は増加しました。また、家庭部門

のエネルギー消費量が最も大きく、次いでエネルギー転換部
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門、運輸部門の順となっています。 

 エネルギー種別では、石油系燃料のエネルギー消費量が最

も大きく、次いで電力、都市ガスの順となっています。 

６ 前実行計画の進捗状況 

 前実行計画では、「Zero Carbon Yokohama」の実現に向け、

８つの基本方針ごとに計画の進捗の目安となる管理指標を設定

しました。 

 業務床面積当たりの排出量や地球温暖化対策計画書及び報告

書提出数を始め、５つの実績が目安を上回った一方、市内の再

エネ設備導入量や新築住宅のうち省エネに配慮した住宅の割合

等の６つの実績が目安に届いておらず、今後の取組の一層の推

進が必要となります。 

７ 前実行計画の進捗を踏まえた実行計画改定の考え方 

 改定に当たっては、本市の目指す姿「Zero Carbon Yokohama

」を継承しつつ、以下の課題や都市の将来像を象徴的に示す新

たな2030年度温室効果ガス排出削減目標（50％削減（2013（平

成25）年度比））を踏まえ、2050年の脱炭素社会の実現を加速

度的に進めるため、次の考え方を整理しました。 

(1) 改定に当たっての課題 

ア 市内の再エネ設備導入量や新築住宅のうち省エネに配慮

した住宅の割合等、温室効果ガスの削減に寄与する管理指

標の実績が2020（令和２）年度の目安に届かず、今後、更

なる対策が必要となること 

イ 脱炭素条例の目的や、経済産業省が策定した「2050年カ

ーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等で言及さ
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れているように、これまで負担とされていた地球温暖化対

策を、企業の成長の原動力とすることが求められているこ

と 

ウ 本市の温室効果ガス排出量の特徴である家庭部門の排出

割合が高いことを踏まえ、市民が脱炭素型のライフスタイ

ルで快適に過ごせるよう新たな対策が必要なこと 

エ 市内中小企業が企業経営や活動に脱炭素の要素を取り入

れていくことで、世界的なサプライチェーン全体の脱炭素

化への移行を円滑に進めていくこと 

(2) 改定に向けた考え方 

ア 前実行計画で示した「Zero Carbon Yokohama」や横浜の

将来像を踏襲しながら、脱炭素条例の趣旨を踏まえ、2050

年の横浜の将来像を再定義します。 

イ 2050年の脱炭素社会の実現を見据えながら、2030年度温

室効果ガス50％削減（2013（平成25）年度比）に向けて、

基本方針を再設定するとともに、特に市内経済の循環・持

続可能な発展や市民・事業者の行動変容に資する取組を重

点取組とします。 

ウ 2030年度目標の達成に向けて、現在の技術などを最大限

に活用することや、2050年に向けて、新たなイノベーショ

ンを創出することを見据えた、中長期的な対策を位置付け

ます。 

エ 今改定に合わせて、関連する計画（横浜市再生可能エネ

ルギー活用戦略など）を実行計画に統合します。 

第２ 基本的考え方 
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１ 脱炭素社会の実現に向けた「2050年の横浜の将来像」 

 本市は、2018（平成30）年10月に実行計画の改定を行い、20

50年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」の実現を掲げ、

目指す姿（ゴール）とするとともに５つの横浜の将来像を示し

、市民や事業者の皆様と共有してきました。 

2050年カーボンニュートラル宣言以降、脱炭素に対する関心

が一層高まっており、社会情勢は大きな変革期を迎えています

。サプライチェーン全体を脱炭素化するため、参加企業に脱炭

素経営を求めることや、Ｚ世代と呼ばれる若い世代が将来への

不安から高い関心を持ち、ＳＮＳ等を活用して呼びかけるなど

、日常生活や企業活動に大きなうねりをもたらしています。 

また、気候変動の影響は気候危機と呼ばれ、 100 年に一度の

災害級の大雨を頻繁に降らせるなど、道路や河川等の都市イン

フラの保全や防災・減災の考え方にも大きな影響を及ぼしてい

ると言えます。 

このような変化に対応し、2050年の脱炭素社会の実現という

目標に挑戦し、達成するためにも、明確なビジョンを市民・事

業者の皆様と共有し、その実現に必要となる技術・経済社会シ

ステム、ライフスタイルの変革に向けて一丸となって進む必要

があります。 

そのため、実行計画の改定に当たって、改めて脱炭素社会の

実現に向けた「2050年の横浜の将来像」を見直し、「Zero Car 

bon Yokohama ～2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを達

成し、持続可能な大都市を実現する～」とするとともに、「脱

炭素が暮らしや地域に浸透しているまち」、「脱炭素を原動力
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として市内経済が循環し、持続可能な発展を続けるまち」及び

「脱炭素と、気候変動の影響に対応しているまち」の３つを目

指すまちの姿としました。 

２ 目指すまちの姿 

３つの目指すまちの姿について、2050年に実現したときのイ

メージをそれぞれ示します。 

(1)  脱炭素が暮らしや地域に浸透しているまち 

日常的な暮らしや行動において、脱炭素化に貢献する脱炭

素ライフスタイルを実践しながら、快適に過ごすことができ

るまちの形成を目指します。 

 実現したイメージ 

ア 全ての世代が気候変動対策の重要性を認識し、使用機器

 や行動における省エネ対策や再エネの利用、脱炭素化に資

 する製品・サービスの利用等、自然と脱炭素に配慮した行

 動を取る脱炭素ライフスタイルが定着しています。 

イ 最高レベルの断熱・気密性能を備えたＺＥＨ（ネット・

  ゼロ・エネルギー・ハウス）などの「省エネ性能のより高

  い住宅」や、環境に優しいエネルギーの選択が一般的とな

  り、健康で快適かつ温室効果ガスの発生を抑制した生活を

  送っています。 

ウ リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒの取組に加え

、環境に優しい商品の選択が日常的となり、資源消費の最

小化・循環的な利用により、資源を有効利用し、廃棄物の

発生を抑止しています。 

エ 地域活動に多くの市民が参加し、脱炭素の取組の実施に
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加え、緑の保全や創造が図られる等、風の道にもなる水と

緑のネットワークが形成され、暑熱環境も緩和されていま

す。 

オ 気候変動の影響による災害の激甚化に対し、市民・事業

者・市等の主体が連携し、自助・共助・公助の取組で被害

を回避・軽減しています。 

(2)  脱炭素を原動力として市内経済が循環し、持続可能な発展

を続けるまち 

市内企業が世界的なサプライチェーンの脱炭素化に対応す

るとともに、脱炭素を原動力とする脱炭素経営が実践される

ことで、環境と経済が好循環しているまちの形成を目指しま

す。 

 実現したイメージ 

ア 市内企業が脱炭素経済への移行を円滑・着実に進め、脱

炭素化を原動力とした「環境と経済の好循環」が図られて

います。 

イ 市内企業の脱炭素経営が当たり前となり、国内外の脱炭

  素サプライチェーンに参画しています。 

ウ 新技術の開発、脱炭素イノベーションの創出により、世

界的な競争力を高めています。 

エ 脱炭素の分野での国際協力が進み、国際的なプレゼンス

を高めるとともに、市内企業が海外インフラビジネスに参

画しています。 

オ 企業において、持続可能な形で資源を利用する「循環経

  済（サーキュラーエコノミー）」の考え方が浸透し、事業

17
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    活動の持続可能性を高めています。 

(3)  脱炭素と、気候変動の影響に対応しているまち 

省エネやヒートアイランド現象の緩和に対応するまちづく

りの実践や次世代自動車などへの置き換え等により脱炭素に

対応するとともに、気候変動の影響に適応し、レジリエンス

が強化された都市基盤整備が進んだまちの形成を目指します

。 

 実現したイメージ 

ア 建築物の省エネ対策やヒートアイランド現象の緩和に対 

応するまちづくりが実践されているとともに、再エネ由来 

などの電気や熱等の自立分散型エネルギーの面的利用が進 

み、脱炭素と一体となったまちづくりが進んでいます。 

イ ＥＶ（電気自動車）充電設備や水素ステーションといっ 

たインフラの整備も進むことで、自動車の大半がＥＶやＦ 

ＣＶ（燃料電池自動車）等の次世代自動車に置き換わって 

います。また、環境に優しい交通ネットワークの整備が進 

み、多様な交通手段の充実により、誰もが気軽に移動でき 

るまちづくりが進んでいます。 

ウ 廃棄物などの様々な資源が新たなエネルギーとして再利 

用・有効活用されるなど、循環型の都市構造の構築が進ん 

でいます。 

エ 気候変動の影響に対応した強靱な都市基盤整備や、グリ 

ーンインフラを活用したまちづくりが進むことで、自然環 

境の保全とレジリエンス強化が実現しています。 

３ 各主体の役割 
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市域を対象として、市民、事業者、市の各主体が相互に連携

・協働し、各種取組を推進します。 

(1)  市民の役割 

市民は、気候変動に関する理解を深め、日常生活において

、省エネ行動の推進や再エネなどの導入に取り組むなど、脱

炭素ライフスタイルへの転換に積極的に努めることが期待さ

れます。 

また、本市では多くの自治会町内会やＮＰＯ等の市民団体

の皆様に地球温暖化対策に取り組んでいただいており、各団

体が各主体と連携しながら、脱炭素化に向けた取組を行うこ

とが期待されます。 

気候変動への適応の観点では、市民は行政などが提供する

防災情報や熱中症等の情報を収集し、自らの生命・財産を守

るための「自助」の行動につなげるとともに、地域のつなが

りを生かした「共助」の取組を進めることが期待されます。 

(2)  事業者の役割 

事業者は、脱炭素化に向けたサプライチェーンマネジメン

トの変化や脱炭素経営への理解を深めるため、職場での環境

教育をより推進するとともに、事業活動を行うに当たっては

、自主性及び創造性を発揮し、温室効果ガスの排出削減に努

めることが期待されます。省エネの推進や再エネなどの導入

に加え、商品・エネルギー・サービスの提供では、ライフサ

イクルを通じた環境負荷の低減を図ることも期待されます。

 また、大学・研究機関等との連携による技術開発・実証・

普及展開や、金融機関によるＥＳＧ投資の拡大等、世界的な
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潮流に沿った対応が重要です。 

気候変動への適応の観点では、事業者は災害時における被

害軽減や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等を推進するととも

に、将来の気候変動の影響を見据え、事業リスクの評価や適

応策の検討・実施を行うことが期待されます。 

(3)  市の役割 

本市は、社会情勢などを踏まえた上で国・県・関係自治体

、事業者、市民等との連携を図りながら、脱炭素社会の実現

に向けた総合的かつ計画的な対策を推進し、計画の進捗管理

を行います。また、気候変動に関する情報を市民や事業者に

幅広く、分かりやすく発信するとともに、普及啓発・環境教

育を推進し、市民・事業者の取組の促進などを図ります。さ

らに、自らの事務事業や施設において、省エネの徹底や再エ

ネ導入等に率先して取り組みます。 

気候変動への適応の観点では、気候変動に関する情報収集

やモニタリング等のソフト面やインフラの整備などのハード

面での対策を行うとともに、市民・事業者への情報発信や、

市内事業者の技術・情報等の活用を推進します。 

第３ 温室効果ガス削減目標 

１ 対象とする温室効果ガス 

 実行計画において対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（

ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイ

ドロフルオロカーボン（ＨＦＣｓ）、パーフルオロカーボン（

ＰＦＣｓ）、六フッ化硫黄（ＳＦ６）及び三フッ化窒素（ＮＦ

３）とします。 
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２ 温室効果ガス排出削減目標 

 市域からの2030（令和12）年度の温室効果ガス排出削減目標

として、「2013（平成25）年度比50％削減」を目指します。ま

た、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指します。 

３ 2030年度エネルギー消費量の削減目標 

 2030年度50％削減時のエネルギー消費量を、2030年度トレン

ドケースにおけるエネルギー消費量や、50％削減に向けた各部

門での削減対策の見込量により、算出します。 

 市域における省エネによる削減を把握するため、前実行計画

と同様に2030（令和12）年度のエネルギー消費量の削減目標を

設定し、2013（平成25）年度比で34％削減（ 168 ペタジュール

）に引き上げます。 

４ 再生可能エネルギー導入目標 

 2030年度目標の達成に向けて、市域内での再エネの地産地消

を推進し、再エネ設備導入量として、2030（令和12）年度に69

万ｋＷを目指します。 

第４ 対策 

１ 基本方針と重点取組 

 脱炭素社会の実現に向けた「2050年の横浜の将来像」である

「Zero Carbon Yokohama ～2050年までに温室効果ガス排出実

質ゼロを達成し、持続可能な大都市を実現する～」を、市民・

事業者・市等が全ての力を総動員し、実現するために、2030（

令和12）年度をターゲットとした「基本方針」を定めるととも

に、全体をけん引するリーディングプロジェクトとして「重点

取組」を新たに設定します。 
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(1)  基本方針 

2030（令和12）年度をターゲットとし、脱炭素や気候変動

への適応に関して、今後進めていく対策を幅広い分野で取り

まとめるため、７つの「基本方針」を定めます。 

(2)  重点取組 

 2050年までの脱炭素化の実現も見据えながら、基本方針に

紐づく対策の中から、特に2030（令和12）年度の温室効果ガ

ス50％削減に向けて、市内経済の循環・持続可能な発展、市

民・事業者の行動変容に資する取組を選び、再構築した５つ

の取組を、全体をけん引するリーディングプロジェクトとし

て「重点取組」に設定します。 

２ 基本方針ごとの対策 

(1)  基本方針１ 環境と経済の好循環の創出 

 地球温暖化対策を経済成長の制約やコストと考える時代は

終わり、2050年までの脱炭素化の実現や2030（令和12）年度

の温室効果ガス削減目標の達成に向けた取組を経済の成長機

会と捉え、排出削減と産業競争力の向上の実現に資する経済

社会システム全体の変革を行うＧＸ（グリーントランスフォ

ーメーション）の考え方が重要となります。 

地球温暖化対策を市内経済の循環・持続可能な発展につな

げるため、横浜のポテンシャルを生かしながら、脱炭素を原

動力とした環境と経済の好循環の創出を進めます。 

    対策 

   ア 国や産業界と連携した横浜臨海部における脱炭素イノベ 

ーションの創出・カーボンニュートラルポートの形成 
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イ  中小企業の脱炭素経営への移行に向けた支援の充実 

ウ 脱炭素ライフスタイルの実践と、環境と経済の好循環・ 

企業活動の持続的な成長を目指すサーキュラーエコノミー 

の構築 

エ 脱炭素に関する企業の誘致・集積の強化 

オ スマート農業などによる先進的かつ持続可能な都市農業 

の推進 

(2)  基本方針２ 脱炭素化と一体となったまちづくりの推進 

 都心部や郊外部において、様々な関係者が自然的・社会的

な地域特性を踏まえた将来像を構築・共有し、再エネ導入な

どによる地域課題の解決を図りながら、脱炭素化と一体とな

ったまちづくりを進めるとともに、国際園芸博覧会を契機と

した新たな持続可能な都市モデルの創出に向けた取組を進め

ます。 

また、市民・事業者・市が協議し、鉄道やバス等、公共交

通機関の利用促進、自転車活用の推進、モビリティマネジメ

ントの取組等を進め、過度にマイカーに依存しないライフス

タイルへの転換を目指します。 

 対策 

   ア 「みなとみらい21地区」脱炭素先行地域の取組推進 

イ 国際園芸博覧会における持続可能な都市モデルの創出、 

そのレガシーを生かした上瀬谷のまちづくりの推進 

ウ モデル地区の創出などの地域における脱炭素化とまちづ 

くりの一体的な推進 

エ 米軍施設の返還など、大規模土地利用転換に伴う脱炭素 
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なまちづくりの推進 

オ 道路・鉄道ネットワークの整備、公共交通の利用促進・ 

低炭素化 

カ シェアサイクルなど自転車利用の促進 

キ 地域交通の維持・低炭素化 

(3)  基本方針３ 徹底した省エネの推進・再エネの普及・拡大 

 エネルギー消費量を削減するため、2030（令和12）年度の

新築住宅のＺＥＨ基準への適合義務化などを見据えた住宅の

断熱性能の向上や高効率機器・省エネ効果の高い家電の導入

、次世代自動車等の普及拡大、ＥＶ充電器・水素ステーショ

ン等のインフラ設備の設置等を推進します。また、大都市の

特性に合わせた再エネの地産地消の推進や再エネ 100 ％電気

への切替え、再エネポテンシャルの豊富な地域との広域連携

を進め、再エネの普及・拡大を目指します。 

 対策 

   ア 省エネ性能のより高い住宅・建築物の普及促進 

イ 次世代自動車などの普及及びインフラ整備 

ウ 計画書制度などを活用した大規模排出事業者の脱炭素化 

促進 

エ エネルギーマネジメント・自立分散型ネットワーク構築 

の推進 

オ 再エネ電気への切替え促進 

カ 太陽光発電などの再エネの地産地消の推進 

キ 再エネに関する広域連携の推進 

(4)  基本方針４ 市民・事業者の行動変容の促進 
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2030年度温室効果ガス50％削減に向けて、市民・事業者が

自分事として地球温暖化対策に取り組むことが不可欠です。

そこで、脱炭素の重要性の浸透や意識醸成を図り、市・市民

・事業者が一丸となって2050年脱炭素社会の実現を目指すた

め、多様な主体と連携し、あらゆる機会での普及啓発や、多

様な世代への環境教育を実施し、脱炭素ライフスタイルへの

転換を促します。 

さらに、横浜市一般廃棄物処理基本計画などに基づき、ご

みの分別の徹底に加えてリデュースの推進や、食品ロス対策

、プラスチック対策等、収集から運搬、処分のあらゆる段階

において削減対策を推進します。 

 対策 

   ア 多様な主体と連携した普及啓発 

イ 市民の行動変容を加速する脱炭素ライフスタイルイノベ 

ーションの創出・展開 

ウ 市内教育機関などと連携した次世代を担う子どもたちへ 

の環境教育の充実 

エ 環境教育や普及啓発を担う次代の担い手育成 

オ プラスチックごみ、食品ロス削減対策の充実による循環 

型社会の形成 

(5)  基本方針５ 世界共通の課題である脱炭素化への貢献 

 地球温暖化対策を市内経済の循環・持続可能な発展につな

げるために、国際技術協力や海外インフラビジネスの推進に

よる市内企業の参画が重要となります。 

本市が脱炭素に関連する国際会議や国際的にプレゼンスの
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高い都市ネットワークに参加し、知見の共有や横浜の取組を

世界に発信することで、国内外から多くの人や企業を惹きつ

けるとともに、世界的な評価の確立を図ります。 

また、地球温暖化対策における都市の役割が高まる中、国

内都市・地域ネットワークはますます重要になってきており

、国や全国のゼロカーボンシティとの連携を強化し、地域発

の脱炭素ドミノの創出を進め、脱炭素化に貢献します。 

 対策 

   ア 海外諸都市への技術協力・海外インフラビジネスの推進 

イ 脱炭素に関連する国際会議の開催、国際的都市ネットワ 

ークとの連携の強化・情報発信によるプレゼンス向上 

ウ 国や国内のゼロカーボンシティ等との連携強化・情報発

    信 

(6)  基本方針６ 市役所の率先行動 

横浜市役所は市域の温室効果ガス排出量のうち約５％を占

める、市内最大級の排出事業者でもあり、市民・事業者への

率先垂範の観点から、横浜市役所の事務及び事業に伴う温室

効果ガス排出量の一層の削減に取り組む必要があります。 

「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」における

削減目標を目指し、全庁一丸となって取組を進めます。 

 対策 

   ア 公共建築物の新築・改修等における取組 

イ 再エネの導入拡大に向けた取組 

ウ 公用車における取組 

エ 施設の運用及び職員が実施する取組 
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オ 主要事業の特性を生かした取組 

(7)  基本方針７ 気候変動の影響への適応 

気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化、気温上昇等 

に適応するため、「農業・自然環境分野」、「風水害・土砂 

災害等分野」、「熱中症・感染症等分野」及び「産業・経済 

活動分野」の４つの分野に整理し、それぞれの分野において 

、水循環などの自然環境の保全と自然を基盤とした解決策（ 

ＮｂＳ：Nature-based Solutions）、浸水対策や地域防災力 

の向上等、関連計画に基づいた対策などを進め、気候変動へ 

の適応とレジリエンス向上を進めます。 

 対策 

   ア 農業・自然環境分野の適応策の推進 

イ 風水害・土砂災害等分野の適応策の推進 

ウ 熱中症・感染症等分野の適応策の推進 

エ 産業・経済活動分野の適応策の推進 

３ 重点取組 

(1)  重点取組１ 横浜臨海部脱炭素イノベーションの創出 

2050年脱炭素社会の実現に向けては、中長期的な視点を持

って新たな技術革新を創出する必要があります。 

本市は、臨海部を中心にエネルギー関連産業、製造業、物

流等の日本経済を支える産業が集積しており、2050年脱炭素

化の実現に向けて必要なイノベーションのポテンシャルを有

しているエリアでもあります。エネルギーの一大消費地でも

ある本市が、このようなポテンシャルを生かし、国や立地企

業等と連携して重点的にイノベーションの創出に取り組むこ
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とで、国内外の脱炭素化や経済の持続可能な発展につなげる

ことが重要です。 

    取組の方向性 

    臨海部を中心とする本市のポテンシャルを生かし、水素・

アンモニア・合成メタン・液体合成燃料等について、立地企

業などの様々な主体と連携し、新たな脱炭素イノベーション

創出に向けた取組を推進するとともに、集積する臨海部産業

との連携などによる、カーボンニュートラルポートの形成を

推進します。 

(2)  重点取組２ 脱炭素経営支援の充実 

社会的な要請により、サプライチェーン全体に脱炭素化が

求められることで、脱炭素経営を進めていることが取引や融

資先選定等の条件になることが想定されており、温室効果ガ

ス削減と市内経済の循環・持続可能な発展のために、市内企

業が脱炭素経営に取り組み、サプライチェーンへの参加や取

引機会の増大につなげることが重要です。そのため、脱炭素

経営に向けた支援を充実する取組を重点的に行い、環境と経

済の好循環を図る必要があります。  

    取組の方向性 

    省エネをはじめとする脱炭素化の取組、成長にもつながる

循環経済への移行や持続可能な発展に向けた市内中小企業の

脱炭素経営への移行を民間金融機関などと連携し、支援策の

充実を進めます。 

(3)  重点取組３ 脱炭素に対応したまちづくり  

ア 都心部のまちづくり 
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環境省は今後の５年間を集中期間として、少なくとも10 

0 か所の脱炭素先行地域を指定し、地域から脱炭素ドミノ

を起こすことで脱炭素社会の実現を進めるものとしていま

す。 

都心部は、大規模施設が集中するなどエネルギー消費が

多く、地域内の再エネポテンシャルが低いという課題があ

ります。このようなエネルギーの大消費地である都心部を

モデルとして、先行して脱炭素化を目指すことが、2030（

令和12）年度の50％削減に大きく寄与します。このような

取組を通して、他のエリアにも脱炭素化の流れを波及させ

ることが必要です。 

 取組の方向性 

     脱炭素先行地域「みなとみらい21地区」において、参画

施設とともに2030（令和12）年度までに電力消費に伴うＣ

Ｏ２排出量「実質ゼロ」の達成を目指し、大都市における

脱炭素化の先進モデルを構築します。 

イ 郊外部のまちづくり 

本市郊外部においては、地域交通や買物支援の必要性な

ど、市民生活における課題が顕在化しているとともに、大

規模な土地利用転換を踏まえた地域活性化が必要とされて

います。 

ＣＯ２排出量のうち家庭部門が約３割を占めるという本 

市の特徴を踏まえ、郊外部において、脱炭素化と地域課題

の解決・にぎわいづくりを一体的に推進する先進的なモデ

ル事業に重点的に取り組み、脱炭素の取組を市民生活レベ
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ルに拡大することが必要です。 

     取組の方向性 

     国際園芸博覧会における持続可能な都市モデルの創出や

、そのレガシーを上瀬谷のまちづくりに活用するとともに

、郊外部を中心に「脱炭素化」と「地域課題の解決・にぎ

わいづくり」を一体的に推進する先進的なモデル事業の展

開により、脱炭素社会を目指したまちづくりを推進します

。 

(4)  重点取組４ 脱炭素ライフスタイルの浸透 

本市の温室効果ガス排出量の約３割を家庭部門が占めてお

り、また、日本のライフサイクル温室効果ガス排出量を消費

ベースで見ると、全体の６割が家計（各世帯の行動）による

ものという報告もあることから、脱炭素社会の実現には、市

民一人ひとりの日常的な行動を脱炭素ライフスタイルへ転換

していくことが必要です。 

また、市民意識調査や脱炭素化・ＳＤＧｓに関する意識調

査等の結果から、これまでの普及啓発や社会的情勢により、

温暖化への関心が高まっていることが分かっており、省エネ

を中心に徐々にその成果は表れていますが、より一層の促進

が必要です。 

そこで、これまでの取組を振り返りながら、関心のある層

の行動変容に重きを置き、脱炭素×暮らし（衣・食・住・働

く）×楽しむ×デジタル×サステナブル×経済性を組み合わ

せるなど、新たなコンテンツの開発や手法について検討し、

検証から実装へと展開していくことが重要です。 

30



市第 58 号 

 

 

 

 
ア 住宅の省エネ性能向上 

2021（令和３）年10月に閣議決定された、新たな「エネ 

ルギー基本計画」及び「地球温暖化対策計画」において、 

「2050年に住宅のストック平均でＺＥＨ基準の水準の省エ 

ネルギー性能が確保されていること」などが、国の取組方 

針として位置付けられました。 

また、国では、この方針の実現に向けた今後の具体的な 

対応として、新築住宅の省エネ基準適合義務化による底上 

げと併せて、ＺＥＨ基準を上回る高い省エネ性能への誘導 

を図ることとしています。 

そこで、本市では、ＺＥＨ基準を上回る「省エネ性能の

より高い住宅」の普及促進を図ることで、市域における家

庭部門の温室効果ガスの排出抑制をより一層進める必要が

あります。 

 取組の方向性 

(ア)  健康・快適、経済性、防災性等のメリットを市民に分

かりやすく伝え、あらゆる住宅の断熱化・省エネ化の促

進及び再エネの導入を進めます。 

(イ)  市内の設計・施工者の技術力向上の支援により、市内

経済の活性化につなげます。 

イ 再エネの導入 

市域の再エネの創出ポテンシャルは2050年の電力の推計

消費量に対し約１割程度と試算されています。市域で使用

する電力を再エネ主体へ転換するためには市域外からの再

エネ供給が不可欠であり、広域連携による再エネ導入を進
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めるとともに、市域への更なる再エネの導入拡大を図るた

め、企業や他自治体と連携した取組を重点的に進める必要

があります。 

 取組の方向性 

(ア)  九都県市で連携した再エネ電気共同購入キャンペーン 

、神奈川県と連携した太陽光発電設備・蓄電池の共同購 

入等、他自治体との連携による再エネ導入を推進します 

。 

(イ)  公共施設への太陽光発電設備の導入や焼却工場の再エ

ネ（環境価値）の活用等、市役所が率先して再エネ拡大

を進めます。 

ウ 脱炭素ライフスタイル実践・サーキュラーエコノミー構 

築の連携した取組 

大量生産・大量消費等を前提とした従来型の社会経済シ

ステム（リニアエコノミー）から、原料投入・資源消費の

最小化を図りつつ付加価値の最大化を目指す経済システム

（サーキュラーエコノミー）への移行が重要です。 

サーキュラーエコノミーへの移行は、消費を中心とした

市民生活にも密接に関係しており、脱炭素ライフスタイル

の実践と同じ方向を目指した取組と言えます。そこで、市

民生活における脱炭素ライフスタイルの実践に向けた取組

とサーキュラーエコノミーの構築を併せた取組を重点的に

行うことで、より効果的な行動変容の促進につながると考

えています。 

 取組の方向性 
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 脱炭素化の実現に向け、脱炭素ライフスタイルの実践と

、環境と経済の好循環・企業活動の持続的な成長を目指す

サーキュラーエコノミー構築を連携させた取組を、公民連

携により推進します。 

エ 脱炭素ライフスタイルキャンペーンなどの展開

これまでの取組や社会情勢によって、脱炭素への関心は

高まりを見せ、省エネ行動に取り組む市民は増加していま 

すが、太陽光発電設備などの再エネ設備や次世代自動車等 

の導入、再エネ電気への切替えといった、よりＣＯ２削減 

効果の高い行動には必ずしも結び付いていません。 

家庭部門及び運輸部門の排出量削減に向けて、キャンペ 

ーンの展開などによって、市民によるＣＯ２削減効果の高 

い消費行動を一層促進していく必要があります。 

取組の方向性 

 既存の取組から、効果的な取組を選択し強化して実施す

るとともに、これまでの取組の分析を踏まえながら、効果

的なキャンペーンなどの実施に向けて検討し実践します。 

(5) 重点取組５ 市役所の率先行動

市内最大級の温室効果ガス排出事業者（市域の約５％を排

出）であり、市民や事業者に地球温暖化対策を呼びかけてい

る本市が、市民・事業者の模範となるべく、「横浜市地球温

暖化対策実行計画（市役所編）」における削減目標を目指し

、重点的に取組を進めていく必要があります。 

取組の方向性 

横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）の削減目標の
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達成に向けて、公共建築物の新築・改修等における取組、再

エネの導入拡大、公用車における温室効果ガス削減対策、運

用対策の徹底等の率先した取組を推進します。 

第５ 推進体制及び進捗管理 

１ 計画の推進体制 

 2030年度温室効果ガス50％削減、2050年脱炭素化「Zero Car 

bon Yokohama」の実現に向けて、全庁一丸となって取組を推進

し、併せて、市民・事業者・大学などの学校・研究機関・市民

団体・市等の各主体が相互に協働・連携し、対策を推進します

。 

(1)  市役所の推進体制 

本市では、全庁的な地球温暖化対策の取組を強力に推進す

るため、「温暖化対策統括本部」を、市長の直近下位の組織

として、2011（平成23）年度から設置しています。市役所の

推進体制として、温暖化対策統括本部が総合調整を行い、全

庁的な地球温暖化対策を実施します。 

目標達成に向けて、庁内が一体となり、取組を強力に推進

する必要があることから、2023（令和 5 ）年度より、これま

での副市長をトップとする温暖化対策区局長等連絡会議から

、市長をトップとする庁内体制に再構築します。併せて、必

要に応じた、副市長をトップとする部会の設置や区局横断的

なワーキンググループなどの設置による実務レベルでの対策

立案や推進を図ります。 

これにより、各区局統括本部が取り組むべき方針や対策、

事業等についての庁内横断的な検討・調整の一層の強化を図
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ります。また、様々な機会を通じて、区・局・統括本部全体

で情報を共有し、国や県、関係自治体等とも連携しながら取

組を推進します。 

(2) 様々な主体との連携体制

市民・事業者等との連携体制として、地球温暖化対策推進

協議会や地球温暖化対策事業者協議会等の枠組みを活用する

など、国などの動きも踏まえ、各主体と連携して取り組みま

す。また、先進的な脱炭素化に向けた技術や知見、取組の共

有、普及啓発等を目的に、ヨコハマ・エコ・スクール（ＹＥ

Ｓ）、横浜スマートビジネス協議会（ＹＳＢＡ）等の様々な

ネットワークも活用し、地球温暖化対策に取り組みます。

２ 計画の進捗管理 

計画の実効性を担保し、着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサ

イクルの一連の流れに沿って取組の状況などを定期的に点検・

把握し、評価を行い、計画及び取組の適切な見直しを継続的に

行います。 

まず、Ｐｌａｎ（計画）として、取組状況の進捗管理結果を

基に、今後の取組や予算措置を検討します。予算については、

国の補助事業の最大限の活用など、戦略的・総合的な予算編成

を行い、対策を推進します。また、計画の進捗状況や地球温暖

化対策を取り巻く国内外の状況等を踏まえ、適宜計画の見直し

などを行います。 

次に、Ｄｏ（実施）では、実行計画に掲げた対策の着実な推

進と、市民・事業者等の様々な主体と連携した取組の推進によ

り、計画目標の達成を目指します。 
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さらに、Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）として、温室効果ガス排

出量の削減目標などの達成状況を把握するため、市域の温室効

果ガス排出量などを毎年度、定量的に把握・公表します。また

、本計画の各対策の進捗状況を確認し、毎年度、報告書を取り

まとめて公表するとともに、脱炭素条例に基づく市会への報告

や、環境創造審議会への報告を行います。 

最後に、Ａｃｔｉｏｎ（見直し）では、温室効果ガスの排出

状況や計画の進捗状況等より、今後、さらに推進するべき対策

や改善するべき点等を整理し、次年度以降の取組などに反映し

ます。 

提 案 理 由 

 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第３項及び気候変動適

応法第12条の規定に基づき横浜市地球温暖化対策実行計画を策定す

る必要があるので、横浜市議会基本条例第13条第３号の規定により

提案する。 
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参 考

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 抜 粋 ）

（ 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 等 ） 

第 21 条 （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ）

３ 都 道 府 県 及 び 指 定 都 市 等 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）

第 252 条 の 19 第 １ 項 の 指 定 都 市 （ 以 下 「 指 定 都 市 」 と い う 。） 及

び 同 法 第 252 条 の 22 第 １ 項 の 中 核 市 を い う 。 以 下 同 じ 。） は 、 地

方 公 共 団 体 実 行 計 画 に お い て 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 そ

の 区 域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 応 じ て 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 量 の 削

減 等 を 行 う た め の 施 策 に 関 す る 事 項 と し て 次 に 掲 げ る も の を 定 め

る も の と す る 。 

(1) 太 陽 光 、 風 力 そ の 他 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー で あ っ て 、 そ の 区

域 の 自 然 的 社 会 的 条 件 に 適 し た も の の 利 用 の 促 進 に 関 す る 事 項

(2) そ の 利 用 に 伴 っ て 排 出 さ れ る 温 室 効 果 ガ ス の 量 が よ り 少 な い

製 品 及 び 役 務 の 利 用 そ の 他 の そ の 区 域 の 事 業 者 又 は 住 民 が 温 室

効 果 ガ ス の 排 出 の 量 の 削 減 等 に 関 し て 行 う 活 動 の 促 進 に 関 す る

事 項 

(3) 都 市 機 能 の 集 約 の 促 進 、 公 共 交 通 機 関 の 利 用 者 の 利 便 の 増 進

、 都 市 に お け る 緑 地 の 保 全 及 び 緑 化 の 推 進 そ の 他 の 温 室 効 果 ガ

ス の 排 出 の 量 の 削 減 等 に 資 す る 地 域 環 境 の 整 備 及 び 改 善 に 関 す

る 事 項

(4) そ の 区 域 内 に お け る 廃 棄 物 等 （ 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 法 （

平 成 12 年 法 律 第 110 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 等 を い

う 。） の 発 生 の 抑 制 の 促 進 そ の 他 の 循 環 型 社 会 （ 同 条 第 １ 項 に

規 定 す る 循 環 型 社 会 を い う 。） の 形 成 に 関 す る 事 項 
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(5) 前 各 号 に 規 定 す る 施 策 の 実 施 に 関 す る 目 標

（ 第 ４ 項 か ら 第 17 項 ま で 省 略 ）

気 候 変 動 適 応 法 （ 抜 粋 ）

（ 地 域 気 候 変 動 適 応 計 画 ） 

第 12 条  都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 そ の 区 域 に お け る 自 然 的 経 済 的 社

会 的 状 況 に 応 じ た 気 候 変 動 適 応 に 関 す る 施 策 の 推 進 を 図 る た め 、

単 独 で 又 は 共 同 し て 、 気 候 変 動 適 応 計 画 を 勘 案 し 、 地 域 気 候 変 動

適 応 計 画 （ そ の 区 域 に お け る 自 然 的 経 済 的 社 会 的 状 況 に 応 じ た 気

候 変 動 適 応 に 関 す る 計 画 を い う 。） を 策 定 す る よ う 努 め る も の と

す る 。 
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